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調整区域では人口減少や高齢化等による集落の衰退が懸念されており，その対応策として 2000 年の都

市計画法の改正により，開発許可条例として 34 条 11 号，12 号が新たに位置づけられた．34 条 12 号は開

発許可の手続きの簡素化や迅速化のほか，地域の実情に応じた柔軟な対応が可能であり，既存集落の維持

や地域産業の活性化に向け，その活用が期待されている． 

本稿では，34 条 12 号の条例制定主体である都道府県を対象として，条例の制定状況や制定内容を整

理・分析した．その結果，手続きの簡素化や迅速化を規定した事例以外に，地域の実情に応じた運用を行

う事例もみられ，各種基準の設定による計画的な集落の維持及び地域産業の活性化等における知見や課題

について考察した． 
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1. はじめに 

 

我が国では，1968年の都市計画法の改正以降，線引き

制度による土地利用コントロールを行い，秩序ある市街

地形成等の一定の効果を発揮してきた．「市街化を抑制

すべき区域」とされた市街化調整区域（以下，調整区

域）は，無秩序な開発の拡大を抑制し，農地や自然環境

等を保全する目的で指定された．しかし，都市の成長が

収束し，より成熟した都市を目指す今日において，調整

区域の開発の拡大を懸念するよりも，厳しい開発制限に

よる人口減少，高齢化等による調整区域の集落の衰退が

懸念されている．特に，地方都市ではこれらの課題が顕

著に生じており，調整区域における一律的な開発規制か

ら，柔軟な対応が可能となる制度運用のあり方が求めら

れている． 

これらの背景のもと，2000年の都市計画法改正により，

調整区域における開発許可の弾力的な運用を図るため，

都道府県等による条例設定に基づく開発許可条例として

34条11号，12号（以下，3411条例，3412条例）が位置付

けられた．制度制定後10年以上が経過した現在では，

3411条例は条例で定める基準とその運用次第では無秩序

な開発の進行等が指摘1）されており，開発の増加に伴う

優良農地の減少や生活環境の悪化により，3411条例を廃

止する事例も出始めている（川越市は平成23年10月１日，

堺市は平成24年7月1日に廃止予定）．一方，3412条例は

開発許可基準の明確化や手続きの迅速化，簡素化を目的

としたもののほか，市街化の恐れがない等の条件のもと

に，地域の実情に沿った運用が可能としている．そのた

め，衰退する集落等の維持・活性化に向けた計画的な開

発の誘導を図る手法として，3412条例の有効活用が期待

される． 

本研究は，調整区域の集落等の維持・活性化に向けて

運用が期待される3412条例を対象として，条例の制定状

況を調査するとともに，その内容を整理・分析し，3412

条例の活用に向けた知見や課題を明らかにすることを目

的とする． 
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2. 既存研究の整理 

 

3412条例（旧34条8号の4を含む）の全国的な制定状況

を調査した研究として，塚本ら2)は，34条8号の3を中心

としつつ，34条8号の4も合わせた制度運用状況や制定主

体の意向等を明らかにしている．また，長谷部ら3)は，

指定既存集落の指定と34条8号の4の運用状況および34条

8号の4で指定する区域への指定既存集落の移行状況等を

明らかにしている． 

条例の運用実態を調査した研究として，村岡ら4)は，1

都3県を対象に運用状況及び制度内容を分析し，条例制

定の多くが事務処理の合理化・迅速化を目的としたもの

であるとしている．さらに，難波ら5)～8)は，地域の実情

に応じた条例制定を行っている兵庫県の特別指定区域制

度について，制度設計から運用過程やその実態を一貫し

て調査し，制度の効果や課題を明らかにしている． 

しかし，3412条例の制定状況を調査した研究は，運用

して間もないため制定した事例が少ない．また，個別事

例の制度内容や運用実態を分析した研究はみられるが，

複数の都道府県の制度内容を調査・分析した研究は少な

く，今後の制度活用に向け，有用な知見を蓄積すること

に本研究の意義があると考える． 

 
 
3. 研究方法 

 

本研究は，3412条例の制定主体となる都道府県を対象

として，条例の制定状況及びその内容を分析した．なお，

3412条例の制定主体は，都道府県のほかに政令指定都市

や中核市，特例市のほか，都道府県から開発許可の権限

を委譲された事務処理市町村（以下，政令指定都市等）

も含まれるが，本研究ではそれら政令指定都市等の指針

となる都道府県に着目し，調査・分析を行った． 

3412条例の制定状況は，都道府県のHPで公開している

開発許可の手引きや例規集を基に，2011年5月26日～6月

9日にかけて調査を行った．また，3412条例を制定して

いる都道府県については，開発許可条例や施行規則等の

条文から，制定内容を以下のように分類した． 

①定型的開発規定型（定型開発型）：開発審査会の審査

基準のうち定型的で，実務の積み重ねがあるもの（都

市計画運用指針Ⅲ-6-9(1)） 

②特別区域規定型（特別区域型）：都市MP等との整合を

図り，地域の実情に応じつつ，開発区域周辺の市街化

を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化区

域内において行うことが困難又は著しく不適当なもの

であることが定型的に認められるもの（都市計画運用

指針Ⅲ-6-9(2)） 

さらに「特別区域型」を運用している都道府県につい

ては，区域指定方法，建築可能な用途等について整理・

分析した． 

 
 

4. 3412条例の制定状況及び制度内容の分類 

 

3412条例の制定状況は，線引きを廃止した香川県を除

く46都道府県のうち22都府県（48％）で制定されている

（表-1）．制定内容は，全ての都府県が「定型開発型」

を制定しているほか，5県のみ「特別区域型」も合わせ

て制定している． 

8地方区分別の制定状況等をみると（表-2），関東地

方（86%）や中国地方（80%），四国地方（67%）で多く

制定されているものの，北海道（0%），東北地方

（33%），中部地方（22%）ではあまり制定されていない

ほか，「特別区域型」はみられない． 

次に，「定型開発型」の制度内容を表－3に示す．条

例を制定している22都府県のうち，9割以上が“収用移

表-1 都道府県別の制定状況及び制度内容の分類 

①定型
開発型

②特別
区域型

①定型
開発型

②特別
区域型

北海道 × - - 滋賀県 ○ ○ ×

青森県 ○ ○ × 京都府 × - -

岩手県 × - - 大阪府 ○ ○ ×

宮城県 × - - 兵庫県 ○ ○ ○

秋田県 × - - 奈良県 × - -

山形県 × - - 和歌山県 × - -

福島県 ○ ○ × 鳥取県 ○ ○ ×

茨城県 ○ ○ ○ 島根県 ○ ○ ×

栃木県 × - - 岡山県 × - -

群馬県 ○ ○ × 広島県 ○ ○ ×

埼玉県 ○ ○ ○ 山口県 ○ ○ ×

千葉県 ○ ○ × 徳島県 ○ ○ ×

東京都 ○ ○ × 香川県 - - -

神奈川県 ○ ○ × 愛媛県 × - -

新潟県 × - - 高知県 ○ ○ ×

富山県 × - - 福岡県 ○ ○ ○

石川県 × - - 佐賀県 ○ ○ ○

福井県 × - - 長崎県 ○ ○ ×

山梨県 × - - 熊本県 × - -

長野県 ○ ○ × 大分県 × - -

岐阜県 × - - 宮崎県 × - -

静岡県 ○ ○ × 鹿児島県 × - -

愛知県 × - - 沖縄県 × - -

三重県 × - - 合計 22 22 5

※各都道府県の例規集に開発許可の条例が記載されていない場合「×」とした．

都道
府県

34条12号

制定
状況

制定内容
制定
状況

制定内容都道
府県

34条12号

制定状況

対象数

北海道 1 0 (0%) 0 ( - ) 0 ( - )

東北 6 2 (33%) 2 (100%) 0 (0%)

関東 7 6 (86%) 6 (100%) 2 (33%)

中部 9 2 (22%) 2 (100%) 0 (0%)

近畿 7 3 (43%) 3 (100%) 1 (33%)

中国 5 4 (80%) 4 (100%) 0 (0%)

四国※ 3 2 (67%) 2 (100%) 0 (0%)

九州 8 3 (38%) 3 (100%) 2 (67%)

合計 46 22 (48%) 22 (100%) 5 (23%)
※四国では、線引きを廃止した「香川県」を除いた

※（　）内の割合は、制定数は対象数に占める割合、定型開発型・特別区域型は制定数

　 に占める割合を示す

制定数 定型開発型

8地方
区分 特別区域型

制定内容

表-2 地方区分別の制定状況及び制度内容の分類 



 

 3

転・災害危険区域の移転”を定めているほか，約8割が

“分家住宅”や“既存宅地・住宅の開発等”を定めてい

る．また，約5割が“指定集落内の開発等（一部又は全

部を合わせる）”を3412条例に移行しており，埼玉県や

福岡県では「特別区域型」も合わせて運用している．な

お，島根県では，市町村長の申し出により知事が指定す

る地域として，概ね100以上の建築物が連たんした“大

規模既存集落地域”と概ね50以上の建築物が連たんした

“既存集落地域”を設定している．これらの地域では，

集落との地縁関係や居住歴等の属人的な条件を問わず，

自己用住宅等の開発が可能としている．また，道路や上

下水道等の基盤整備に関する基準や集落の人口動向等の

基準も設定していないため，新たな基盤整備を伴う開発

が生じるほか，交通利便等が良く開発圧力が高い集落で

は市街化の促進が懸念される． 

都府県別の制定項目数をみると，鳥取県や広島県では

定型的な開発として数多くの項目が3412条例に移行して

いる一方，静岡県や徳島県では限定的な項目のみ移行し

ており，運用状況にばらつきがみられる． 

 
 
5. 特別区域型の分析 

 

本章では，「特別区域型」を定めた5県のうち，既存

研究で数多く分析されている兵庫県を除く4県の制度内

容について，条例の目的や土地利用計画の有無，区域設

定の基準，建築可能な用途について整理・分析する． 

 
(1)条例の目的 

茨城県，佐賀県では，集落の維持・活性化を目的とし

た住居系の開発行為を許容しているほか，埼玉県では，

地域産業の活性化を目的とした産業系の開発行為を許容

する内容となっている．また，福岡県では，地域に応じ

て住居系と産業系のいずれかを選択できるように，メニ

ューが設定されている． 

 

分家住宅

既存宅地・
住宅の開

発等※１

指定集落※２

内の開発

等※１

収用移転・
災害危険区
域の移転

線引き前に
造成した団
地等の開発

その他※３

青森県 ○ ○

福島県 ○ ○ ○

茨城県 ○ ○ ○ ○

群馬県 ○ ○ ○ ○

埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 ○ ○ ○

東京都 ○ ○ ○

神奈川県 ○ ○ ○

長野県 ○ ○ ○ ○

静岡県 ○

滋賀県 ○ ○ ○ ○

大阪府 ○ ○ ○ ○

兵庫県 ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 ○ ○ ○ ○ ○

広島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

山口県 ○ ○ ○ ○

徳島県 ○

高知県 ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 ○ ○ ○

佐賀県 ○ ○

長崎県 ○ ○ ○

合計 17 18 10 20 7 8

(割合) (77%) (82%) (45%) (91%) (32%) (36%)

※1 開発等には開発行為のほか、新築、増改築や用途変更、敷地拡張等を含む

※2 指定集落とは知事が指定する大規模既存集落を示す

※3 その他は地区集会所、宗教施設、有料老人ホーム、公営住宅、大学等の建築を示す

※4 太字の5県は「特別区域型」を別途制定している県である

表-3 定型開発型の制度内容 

目的 土地利用計画 区域設定の基準 区域設定に関する定量的根拠 建築可能な用途

茨
城
県

・特になし

（一部※2で土地
利用計画との
整合の必要性
あり）

・既存集落の維持が困難となっている市町
村（右欄の区域設定根拠参照）
・市街化区域から1km超離れ，50ｍ以内で50
戸連たんした区域

・宅地率※1が30%以上
　※1指定区域内に建物敷地が占める割合

・以下のいずれかに該当する市町村

①市全体，調整区域，調整区域内の一部※2の区域のいず
れかで人口が減少している市町村
　※2調整区域内の一部の場合，市町村MP又は市町村
　　 議会で承認・報告された計画に基づく必要あり
②都計区域に占める市街化区域の割合が県平均未満

・集落形態により異なる
①1，4，5種集落：
  2低層+事業所,作業所
②2種集落：1低層
③6種集落：2低層

佐
賀
県

・市町が策定
した土地利用
計画に基づく

・人口減少，少子高齢化が認められること
（右欄の区域設定根拠参照）
・50ｍ以内で50戸連たんした区域

・宅地率※1が1/2以上

・指定区域内の集落等の人口が減少していること
・申出年の65歳以上の人口が県平均以上又は14歳以下の
人口が県平均以下であること

・戸建て専用住宅

・市街化区域から500m範囲外で以下の条件
①集落の活性化を目的とする区域
・人口減少，少子高齢化が認められること
・50ｍ以内で50戸連たんした区域等
②営農環境等との調和を目的とする区域
・県・市が設置する市民農園に近接又は隣
接

①集落の活性化を目的とする区域
・当該区域の行政区等の人口が5年前に行われた国勢調
査の結果により減少していること
・65歳以上の人口割合が27％以上，14歳以下の人口割合
が13％以下であること
②営農環境等との調和を目的とする区域
・市民農園と同規模以下又は5,000～20,000㎡以下

①戸建専用住宅又は2低
層のうち共同住宅等を除
いたもの
②戸建専用住宅

・幅員9m以上の国道等の指定した路線に面
していること
③沿道利便を目的とする区域
④地域産業の振興等を目的とする区域

③沿道利便を目的とする区域
・規模が5,000～20,000㎡以下、間口が500m以下等
④地域産業の振興等を目的とする区域
・規模が5,000～50,000㎡以下等

③沿道の利便施設（道路
管理施設，給油所等）
④流通業務施設，地域産
業の振興に寄与する施設

埼
玉
県

・地方自治法
による基本構
想に基づく土
地利用計画に
基づく

・当該区域以外に適当な土地がないこと
（右欄の区域設定根拠参照）
・原則20ha未満

①流通業務施設
・工業系用途地域(工業，工専)の80％以上が建築済み
・4車線以上道路等が工業系用途地域に接続していない
②工業施設
・工業系用途地域(工業，工専)の80％以上が建築済み
・単位面積当たりの製造品出荷額が県平均を下回ってい
る，又は人口の減少による地域産業活性化が必要
③商業施設
・商業系用途地域(商業，近商)の80％以上が建築済み
・商業施設が立地できるほどの未利用地が存在しない等

・流通業務施設
・工業施設
・商業施設
　(小売業店舗・飲食店
　 ・併設施設)

福
岡
県

・区域MPに即
した調整区域
の整備及び保
全に関する構
想，又は市町
村MPに基づく

既
存
集
落
の
維
持
・
活
性
化

地
域
産
業
の
活
性
化

表-4 特別区域型の制度内容 
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(2)土地利用計画と区域設定について 

茨木県を除く3県では，対象とする区域を区域MPや市

町村MPのほか，地方自治法による基本構想に基づく土地

利用計画に基づき指定することと定めている．この結果，

中長期的な土地利用計画に当該区域を定める必要があり，

無秩序な開発や市街化を促進するおそれが最小限に抑え

られると考えられる．ただし，上位計画で定める土地利

用計画は抽象的な表現となる場合もみられ，都市計画MP

等に基づき，区域境界が事前確定的な土地利用計画にす

べきと考える． 

 

(3)区域設定の基準と定量的根拠について 

住居系の開発を誘導する3県では，区域設定の基準と

して，指定する区域や対象となる市町村の人口が減少し

ていることのほか，少子化・高齢化が一定基準を超えて

いることを条件としている．その他，茨城県や佐賀県で

は指定区域の宅地率（建築物が建っている敷地面積を区

域指定面積で除した割合）を条件としているほか，茨城

県や福岡県では3411条例とのすみ分けを図るため，市街

化区域から一定距離以上離れた区域を対象としている． 

産業系の開発を誘導する2県では，幹線道路等の沿道

利便や地域産業の振興等を促進するため，一定基準の道

路幅員や道路構造を満たし，市町村長が指定した幹線道

路沿道に接続していることや該当施設を開発できる用途

地域の充足等を条件としている．これらは，従来の開発

審査会の審議を経て認められていた基準を，拡充して

3412条例に移行した内容と判断される． 

また，いずれの県も道路や上下水道等の基盤整備が実

施済みであることを前提条件としており，新規の基盤整

備が不要なことをあげている．以上の条件等から，「特

別区域型」の趣旨である“開発区域周辺での市街化を促

進するおそれがない”としている． 

 

(4)建築可能な用途について 

住居系の開発行為の誘導を図る3県をみると，佐賀県

では戸建専用住宅に限定している一方，茨城県や福岡県

では集落の状況に応じて1低層や2低層のほか，茨城県で

は事業所や作業所の建築も認めている． 

産業系の2県では，従来の開発審査会の審議を経て認

められていた流通業務施設や沿道の利便増進を図る施設

（道路管理施設や給油所等）のほか，埼玉県では一定規

模以内の商業施設の開発も認めている． 

また，開発申請者の条件として，いずれも属人的な条

件は記載されておらず，指定された区域内であれば，建

築可能な用途の中で自由に開発が可能となり，新規居住

者の流入等が可能となっている． 

 

 

6. まとめ 

 

3412条例は，約半数の都道府県で制定されており，関

東地方や中国地方，四国地方で多く見られた．制定内容

では，いずれも「定型開発型」による手続きの簡素化，

迅速化等を目的とした内容を規定している．また，地域

の実情に応じた「特別区域型」は先進事例である兵庫県

を含め5県で制定されている． 

「定型開発型」の制度内容は，主に“収用移転・災害

危険区域の移転”のほか，“分家住宅”や“既存宅地・

住宅の開発等”の規定が多くなっている．一方，“指定

集落内の開発等”を移行した事例の中には，集落との地

縁関係や居住歴等の属人的な条件を問わず，自己用住宅

等の開発を緩和したものがみられ，調整区域の市街化が

促進しないよう一定の基準（区域指定における上位計画

との整合や対象区域の人口減少等）を設定する等の対応

が必要と考えられる． 

「特別区域型」の制度内容は，都市計画MP等による土

地利用計画に基づき，既存集落の維持や地域産業の活性

化を目的として，地域の実情に応じた区域設定を行うよ

う規定されている．これにより，中長期的な計画に基づ

き計画的な開発が誘導されることになるが，一方で区域

境界が事前確定的な土地利用計画にすべきと考える． 

また，区域の設定基準として，人口減少や少子化・高

齢化，宅地率，市街化区域からの距離等が定量的な基準

として規定されているほか，基盤整備が実施済みである

こと等が条件とされている．これらの基準より，新たな

基盤整備や開発区域周辺における市街化を促進するおそ

れがないとしているが，既存集落の規模等に応じた目標

値（例えば，10年前又は従来の最大の人口まで）を定め，

それ以上の開発は規制するといった基準も合わせて設定

することで，過大な区域設定を防止できると考える． 

2000年の都市計画法改正により開発許可条例が位置付

けられ，地域の実情に応じて調整区域における柔軟な対

応が可能となった．一方，3411条例では過大な区域設定

によるスプロール化等1）が懸念されており，3412条例に

おいても開発圧力が高い区域に対応するのではなく，既

存集落や地域産業の維持・活性化に資する計画的な対応

を検討する必要がある．そのため，本稿で示す事例のよ

うに，都道府県等が都市計画区域MP等に基づく広域的な

整合性を確保した計画制度としての仕組みを示し，その

もとで市町村が都市計画MP等に基づき地域の実状にあっ

た土地利用を進める等，開発許可条例の適切な運用が必

要と考える． 

今後は，政令指定都市等の開発許可条例の制定状況を

調査し，3412条例の制度内容やその運用実態及びその有

効な活用方策を幅広く検討する必要がある．また，塚本

ら2)も指摘するように，都道府県と政令指定都市等の相
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互の調整が必要と考えられ，調整状況や都道府県の役割

についても実態や課題を分析する必要があると考える．

さらに，高齢化が進む調整区域の既存集落の維持・活性

化を図るには，農業政策と連携した土地利用計画のほか，

交通計画も併せて検討する必要があると考える． 
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